
農地中間管理事業推進活動方針

平 成 ２ ７ 年 ９ 月 ２ ５ 日
宮 城 県 農 地 中 間 管 理 機 構
公益社団法人 みやぎ農業振興公社

本県農業の重要な課題は、①担い手を育成し、②その担い手に生産手段である農地を集
約して、③地域の農業・農村を活性化させることであり、担い手のリタイアが進むなか、
そのカバーも急務であり、担い手の育成と農地の集積・集約化のスピードが求められてい
ます。
そのための施策として１０年間の集中期間で農地中間管理事業がスタートし、本県にお

いても当公社が「農地中間管理機構」として宮城県の指定を受け、県が定める「農地中間
管理事業の推進に関する基本方針」のもとに事業を展開してきた。
農地中間管理機構として、事業2年目を迎え 「宮城県農地集積アクションプラン」や、

市町村が作成する「人・農地プラン」等を踏まえ、以下の目標を掲げ、活動方針を定め、
一層の事業推進を図るものとする。

【目標】

１ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標
おおむね１０年後（Ｈ３５年度）における担い手（※）への農地集積率９割

２ 農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標
担い手が利用する農用地の分散錯圃等の状況を把握し、連担化・団地化を

進め、担い手経営体の大規模化、生産の効率化、高度化等を図る。

※担い手（県基本方針）

①認定農業者・②特定農業法人・③特定農業団体・④基本構想水準到達者・⑤集落営農組織（集落内を一括
管理・運営 ・⑥認定就農者・⑦企業参入者を地域農業の担い手と位置付けています。）

【活動方針】

①機構集積協力金の有効活用により推進します。
・制度の一層の周知を図り、機構への貸付けに踏み切るきっかけとします。

②既存賃貸借契約期間満了案件を機構事業へ誘導します。
・機構事業介入率を高め、農地中間管理権による再配分調整機能を活用し、担
い手農家が利用する農用地の連担化・団地化を進めます。

③本格的な人・農地プラン等の作成により推進します。
・地域農業の高齢化・農地の状況等を踏まえ、人・農地プランの見直しにおいて
地域合意を目指します。

④重点実施区域及びモデル地区を中心として推進します。
・地域コーディネーターを設置し、地域に根ざした推進を図ります。
・成果を成功事例として県内他地域へのヨコ展開を図ります。

⑤ほ場整備実施地区を積極的に推進します。
・農業農村整備事業関係機関との連携により、担い手への集積手法の高度化・
安定化への誘導を実施します。

・ 農作業受託」から「農地中間管理事業による賃貸借」への誘導を図ります。「
⑥県内全体を対象として推進します。
・関係機関等の広報誌、マスコミ等の活用を図ります。
・関係機関等組織幹部との連携、協力を強化します。
・産業界との連携強化に努めます。
・受け手対策：関係機関等との連携による各種会議研修会等の活用を図ります。
・出し手対策：土地持ち非農家等を意識した広報等を実施します。


